
（規制緩和要望 ２）既存不適格建築物の構造上一体増築の
安全性確認基準の見直し

(1) 現行規制の概要－１ （建築基準法施行令第137条の2）
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（規制緩和要望 ２）既存不適格建築物の構造上一体増築の
安全性確認基準の見直し

(1) 現行規制の概要－２ （建築基準法施行令第137条の2）
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「既存面積の１/２以下で構造上一体の増築」の安全性確認方法

（規制緩和要望 ２）既存不適格建築物の構造上一体増築の
安全性確認基準の見直し

(1) 現行規制の概要－３ （建築基準法施行令第137条の2）

増築後の建築物全体について、建築基準法施行令に従った構造・規模
別の構造計算により、安全性を確認する （限界耐力計算、許容応力
度計算、層間変形角、保有水平耐力計算、剛性率、偏心率、等）
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建築基準法構造基準の改正例

（規制緩和要望 ２）既存不適格建築物の構造上一体増築の
安全性確認基準の見直し

(2) 問題点１ （安全性の確認方法）

・構造上一体増築の場合、小規模な増築であっても、建物全体に対し
て現行法に従った構造計算による安全性確認が必要となる

・新耐震設計法以降でも、数々の構造計算ルールの改正があり、再
計算を行なえば、現行法の構造安全性を満たさない部分が出てくる
ケースがある

改正年 構造種別 改正内容

Ｓ５６ 新耐震設計法 施行

Ｈ１２ 鉄骨造 柱脚仕様の明確化、露出柱脚の詳細設計方法ルール化

Ｈ１９ 鉄骨造 鋼材の幅厚比の緩和値 撤廃

Ｈ１９ ＲＣ造 耐震壁に開口部がある場合の評価方法規定の強化

Ｈ１９ ＲＣ造 主要な構造部の剛性評価の変更（剛性低下を考慮しない）

Ｈ１９ 保有耐力の算出方法、ＲＣ造の靱性保証方法等の明確化 14



耐震補強による対応 （構造上分離増築で、既存部分の耐震性が不足する場合）
・耐震診断の結果、補強が必要な部分に、耐震壁や耐震架
構等の増設、柱の補強材巻付け等を行なったり、柱梁と雑
壁との縁を切って応力の集中を防ぐといった対応を行う
・これらの補強は、あと施工アンカー等を使って既存構造体と
一体化することができ、“後付け施工”が比較的容易である

現行法に沿った構造改修
（構造上一体増築で、再計算の結果、改修を要する場合）
・あと施工アンカーによる補強は認められておらず、既存構造
部材の撤去・やり替えや、コンクリートを斫り取って配筋し直
すといった改修方法が必要となる

（規制緩和要望 ２）既存不適格建築物の構造上一体増築の
安全性確認基準の見直し

(2) 問題点２ （安全性確認結果に対する対応）

・ 構造上分離増築の場合、既存部分に関して、建築基準法構造規定についての既存不適格には
遡及適用の必要が無く、耐震性について耐震診断基準に適合させればＯＫとなっている （耐震性
不足には耐震補強で対応できる、新耐震設計法による建物はそのままでＯＫ）

構造上一体増築の場合、現行法に準じた構造計算により適合しない部分があ
れば、現行法に沿って適合させる必要が生じ、現実的に構造改修が難しい

耐震補強
ｲﾒｰｼﾞ図

現行法に沿った
改修 ｲﾒｰｼﾞ図

あと施工ｱﾝｶｰ等に
よる一体化、ＯＫ

既存の構造部材のやり替え等が必要
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（規制緩和要望 ２）既存不適格建築物の構造上一体増築の
安全性確認基準の見直し

（吹抜け部分の増床や階高に余裕のある室内の中間階増設の例）

地方都市の駅前に建つ百貨店

Ｂ１階駐車場から自動車用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰでＢ３階機械式
駐車場へ降りるようになっていた

自動車用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを撤去（Ｂ３階駐車場は廃止）し、Ｂ１、
Ｂ２階床の昇降路開口を塞いで平面駐車場のﾚｲｱｳﾄ
を変え駐車台数を増やす計画依頼があったが、Ｂ２
階床開口を塞ぐことが構造上一体増築に該当し、構
造既存遡及が問題となることが判明

⇒ 「昇降路を撤去しない範囲でのﾚｲｱｳﾄ変更」に
計画が変更された

市街地に建つ映像ｽﾀｼﾞｵ付事務所ビル

３層吹抜けの２階レベルに床を設置し、事務室等に使
いたいとの検討依頼があった
建物底盤の全面で自重等を支える基礎構造だったた
め、増築部荷重が基礎に伝わる構造上一体増築にな
らざるを得ず、構造既存遡及が問題となることが判明

⇒ 計画は実現しなかった
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この緩和により、内部に吹抜けや階高の大きい空間等を有する既
存建築物の改修の際に、計画の幅が広がり、既存ストックの有効
活用や空きビルの解消に貢献すると考えられる

（規制緩和要望 ２）既存不適格建築物の構造上一体増築の
安全性確認基準の見直し

(3) 規制緩和要望の内容

・既存建物の建築面積や最高高さ、総階数が増えないといった一
定条件での小規模な構造上一体増築（例：吹抜け部分増床や、
階高の高い室内での中間階設置等）については、

構造上分離増築の場合の既存部分の扱いと同様に、

構造既存不適格への遡及適用（現行法規に従った構造計算によ
る安全性確認）はせず、

「建設当時の設計内容により構造安全性が確認できる範囲」であ
り、かつ「耐震性に関して耐震診断基準に適合しなければ耐震補
強を行う」場合は、増築が認められるようにして欲しい
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